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改正案 現行 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

（略） 

（第２面）

＊ 登 録 番 号
財務（支）局長（金商）第  号（ 年 月 

日） 

＊ 金 融 商 品 取 引 法

第 3 0 条 第 １ 項 の 認 可

認 可 の 有 無 認 可 年 月 日 

１ 法 人 ・ 個 人 の 別 法     人 個     人 

（ふ り が な）

２ 商 号 又 は 名 称

（ふ り が な）

３ 氏       名

４ 法人であるときは、資本金の額又

は出資の総額（第一種金融商品取

引業を行おうとする外国法人にあ

っては、資本金の額又は出資の総

額及び持込資本金の額） 

別添１のとおり 

５ 法人であるときは、役員（外国法

人にあっては、国内における代表

者を含む。）の氏名又は名称 

別添２のとおり 

６ 金融商品取引業に関し、法令等を

遵守させるための指導に関する業

務を統括する使用人（第６条第１

項に規定する者を含む。）の氏名 

別添３のとおり 

７ 投資助言業務又は投資運用業に関

し、助言又は運用を行う部門を統

括する使用人（第６条第２項に規

定する者を含む。）の氏名 

別添４のとおり 

８ 業  務  の  種  別  別添５のとおり 

９ 本店その他の営業所又は事務所

（外国法人にあっては、本店及び

国内における主たる営業所又は事

務所その他の営業所又は事務所）

の名称及び所在地 

別添６のとおり 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 

（略） 

（第２面）

＊ 登 録 番 号
財務（支）局長（金商）第  号（ 年 月

日） 

＊ 金 融 商 品 取 引 法

第 3 0 条 第 １ 項 の 認 可

認 可 の 有 無 認 可 年 月 日 

１ 法 人 ・ 個 人 の 別  法     人 個     人 

（ふ り が な）

２ 商 号 又 は 名 称

（ふ り が な）

３ 氏       名

４ 法人であるときは、資本金の額又

は出資の総額（第一種金融商品取

引業を行おうとする外国法人にあ

っては、資本金の額又は出資の総

額及び持込資本金の額） 

別添１のとおり 

５ 法人であるときは、役員（外国法

人にあっては、国内における代表

者を含む。）の氏名又は名称 

別添２のとおり 

６ 金融商品取引業に関し、法令等を

遵守させるための指導に関する業

務を統括する使用人（第６条第１

項に規定する者を含む。）の氏名 

別添３のとおり 

７ 投資助言業務又は投資運用業に関

し、助言又は運用を行う部門を統

括する使用人（第６条第２項に規

定する者を含む。）の氏名 

別添４のとおり 

８ 業  務  の  種  別 別添５のとおり 

９ 本店その他の営業所又は事務所

（外国法人にあっては、本店及び

国内における主たる営業所又は事

務所その他の営業所又は事務所）

の名称及び所在地 

別添６のとおり 

○ 金 融 商 品 取 引 業 等 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 十 九 年 内 閣 府 令 第 五 十 二 号 ）
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改正案 現行 

10 他に行っている事業の種類 別添７のとおり 

11 手続実施基本契約を締結する指定

紛争解決機関の商号又は名称並び

に加入する金融商品取引業協会及

び対象事業者となる認定投資者保

護団体の名称 

（手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機

関の商号又は名称） 

（加入する金融商品取引業協会の名称） 

（対象事業者となる認定投資者保護団体の名

称） 

12 会員等となる金融商品取引所の名

称又は商号 

13 第７条第３号イ、第３号の２イ及

び第４号から第９号までに掲げる

事項 

別添８のとおり 

14 第一種金融商品取引業を行う場合

には、加入する投資者保護基金の

名称 

（注意事項） 

  １～３ （略） 

（略） 

10 他に行っている事業の種類 別添７のとおり 

11 手続実施基本契約を締結する指定

紛争解決機関の商号又は名称並び

に加入する金融商品取引業協会及

び対象事業者となる認定投資者保

護団体の名称 

（手続実施基本契約を締結する指定紛争解決

機関の商号又は名称） 

（加入する金融商品取引業協会の名称） 

（対象事業者となる認定投資者保護団体の名

称） 

12 会員等となる金融商品取引所の名

称又は商号 

13 第７条第３号イ及び第４号から第

９号までに掲げる事項 別添８のとおり 

14 第一種金融商品取引業を行う場合

には、加入する投資者保護基金の

名称 

（注意事項） 

  １～３ （略） 

（略） 

（第７面） 

（別添５：業務の種別） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

業務の種別 

１ 法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

２ 法第28条第１項第１号の２に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

３ 法第28条第１項第２号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

４ 法第28条第１項第３号イに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

５ 法第28条第１項第３号ロに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

６ 法第28条第１項第３号ハに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

７ 法第28条第１項第４号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

８ 有価証券等管理業務（  年 月 日） 

９ 第二種金融商品取引業（  年 月 日） 

10 投資助言・代理業（  年 月 日） 

11 投資運用業（  年 月 日） 

（第７面） 

（別添５：業務の種別） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

業務の種別 

１ 法第28条第１項第１号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

２ 法第28条第１項第２号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

３ 法第28条第１項第３号イに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

４ 法第28条第１項第３号ロに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

５ 法第28条第１項第３号ハに掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

６ 法第28条第１項第４号に掲げる行為に係る業務（  年 月 日） 

７ 有価証券等管理業務（  年 月 日） 

８ 第二種金融商品取引業（  年 月 日） 

９ 投資助言・代理業（  年 月 日） 

10 投資運用業（  年 月 日） 

（注意事項） 
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改正案 現行 

（注意事項） 

１ 行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 

２ それぞれの業務について、登録年月日又は変更登録年月日を記載すること。 

３ 「11 投資運用業」について、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、「11 投

資運用業（適格投資家向け投資運用業）」と記載すること。 

（略） 

１ 行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 

２ それぞれの業務について、登録年月日又は変更登録年月日を記載すること。 

３ 「10 投資運用業」について、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、「10 投

資運用業（適格投資家向け投資運用業）」と記載すること。 

（略） 

（第11面） 

（別添８：第７条第３号イ、第３号の２イ及び第４号から第９号までに掲げる事項） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

第７条第３号イ、第３号の２イ及び第４号から第９号までに掲げる事項 

１ 有価証券関連業を行う旨 

２ 商品関連業務を行う旨 

３ 商品投資関連業務を行う旨 

⑴ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係商

品等のみに係るものである旨 

⑵ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経済

産業関係商品等のみに係るものである旨 

⑶ 競走用馬投資関連業務を行う旨 

４ 法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 

５ 不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 

６ 不動産関連特定投資運用業を行う旨 

７ 特定引受行為を行う旨 

８ 特定有価証券等管理行為を行う旨 

（注意事項） 

   該当する番号を○で囲むこと。 

（第11面） 

（別添８：第７条第３号イ及び第４号から第９号までに掲げる事項） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

第７条第３号イ及び第４号から第９号までに掲げる事項 

１ 有価証券関連業を行う旨 

２ 商品投資関連業務を行う旨 

⑴ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係商

品等のみに係るものである旨 

⑵ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経済

産業関係商品等のみに係るものである旨 

⑶ 競走用馬投資関連業務を行う旨 

３ 法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 

４ 不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 

５ 不動産関連特定投資運用業を行う旨 

６ 特定引受行為を行う旨 

７ 特定有価証券等管理行為を行う旨 

（注意事項） 

   該当する番号を○で囲むこと。 
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改正案 現行 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 
（略） 

（第２面） 

＊ 登 録 番 号
財務（支）局長（登金）第  号（ 年 月 

日） 

（ふ り が な）

１ 商 号 又 は 名 称 

２ 資本金の額、基金の総額又は出資

の総額 
別添１のとおり 

３ 役員（外国法人にあっては、国内

における代表者を含む。）の氏名

又は名称 

別添２のとおり 

４ 会計参与設置会社にあっては、会

計参与の氏名又は名称 
別添３のとおり 

５ 本店その他の営業所又は事務所

（外国法人にあっては、本店及び

国内における本店等その他の営業

所又は事務所）の名称及び所在地 

別添４のとおり 

６ 他に行っている事業の種類 別添５のとおり 

７ 登録金融機関業務に関し、法令等

を遵守させるための指導に関する

業務を統括する使用人及びその者

の権限を代行し得る地位にある使

用人の氏名 

別添６のとおり 

８ 投資助言業務又は投資運用業に関

し、助言又は運用を行う部門を統

括する使用人及び金融商品の価値

等の分析に基づく投資判断を行う

使用人の氏名 

別添７のとおり 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 
（略） 

（第２面） 

＊ 登 録 番 号
財務（支）局長（登金）第  号（ 年 月 

日） 

（ふ り が な）

１ 商 号 又 は 名 称 

２ 資本金の額、基金の総額又は出資

の総額 
別添１のとおり 

３ 役員（外国法人にあっては、国内

における代表者を含む。）の氏名

又は名称 

別添２のとおり 

４ 会計参与設置会社にあっては、会

計参与の氏名又は名称 
別添３のとおり 

５ 本店その他の営業所又は事務所

（外国法人にあっては、本店及び

国内における本店等その他の営業

所又は事務所）の名称及び所在地 

別添４のとおり 

６ 他に行っている事業の種類 別添５のとおり 

７ 登録金融機関業務に関し、法令等

を遵守させるための指導に関する

業務を統括する使用人及びその者

の権限を代行し得る地位にある使

用人の氏名 

別添６のとおり 

８ 投資助言業務又は投資運用業に関

し、助言又は運用を行う部門を統

括する使用人及び金融商品の価値

等の分析に基づく投資判断を行う

使用人の氏名 

別添７のとおり 



5 

改正案 現行 

９ 手続実施基本契約を締結する指定

紛争解決機関の商号又は名称並び

に加入する金融商品取引業協会及

び対象事業者となる認定投資者保

護団体の名称 

（手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機

関の商号又は名称） 

（加入する金融商品取引業協会の名称） 

（対象事業者となる認定投資者保護団体の名

称） 

10 会員等となる金融商品取引所の名

称又は商号 

11 金融商品仲介業務を行う場合の委

託金融商品取引業者の商号 

12 第44条第４号、第５号及び第７号

から第10号までに掲げる事項 
別添８のとおり 

（注意事項） 

   「＊登録番号」欄には、記載しないこと。 

（略） 

９ 手続実施基本契約を締結する指定

紛争解決機関の商号又は名称並び

に加入する金融商品取引業協会及

び対象事業者となる認定投資者保

護団体の名称 

（手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機

関の商号又は名称） 

（加入する金融商品取引業協会の名称） 

（対象事業者となる認定投資者保護団体の名

称） 

10 会員等となる金融商品取引所の名

称又は商号 

11 金融商品仲介業務を行う場合の委

託金融商品取引業者の商号 

12 第44条第４号及び第６号から第９

号までに掲げる事項 
別添８のとおり 

（注意事項） 

   「＊登録番号」欄には、記載しないこと。 

（略） 

（第11面） 

（別添８：第44条第４号、第５号及び第７号から第10号までに掲げる事項） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

第44条第４号、第５号及び第７号から第10号までに掲げる事項 

１ 法第33条の２第１号又は第２号に掲げる行為を業として行う旨 

２ 法第33条第２項第５号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う旨 

３ 商品関連業務を行う旨 

４ 商品投資関連業務を行う旨 

⑴ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係

商品等のみに係るものである旨 

⑵ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経

済産業関係商品等のみに係るものである旨 

⑶ 競走用馬投資関連業務を行う旨 

５ 法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 

６ 不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 

７ 不動産関連特定投資運用業を行う旨 

（注意事項） 

（第11面） 

（別添８：第44条第４号及び第６号から第９号までに掲げる事項） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

第44条第４号及び第６号から第９号に掲げる事項 

１ 法第33条の２第１号又は第２号に掲げる行為を業として行う旨 

２ 法第33条第２項第５号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う旨 

３ 商品投資関連業務を行う旨 

⑴ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ロに掲げる物品又は農林水産関係

商品等のみに係るものである旨 

⑵ 行う商品投資関連業務が令第37条第１項第２号ハからホまでに掲げる物品又は経

済産業関係商品等のみに係るものである旨 

⑶ 競走用馬投資関連業務を行う旨 

４ 法第194条の６第２項各号に掲げる行為を業として行う旨 

５ 不動産信託受益権等売買等業務を行う旨 

６ 不動産関連特定投資運用業を行う旨 

（注意事項） 
行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 
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行おうとする業務の番号を○で囲むこと。 
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改正案 現行 

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

１ 業務の状況 

（略） 

(12) 分別管理の状況 

① 顧客分別金信託の状況 

金    額 

直近差替計算基準日の顧客分別金必要額

期 末 日 現 在 の 顧 客 分 別 金 信 託 額

期 末 日 現 在 の 顧 客 分 別 金 必 要 額

（注意事項） 

 「直近差替計算基準日の顧客分別金必要額」の欄には、当期末現在における顧客分

別金信託額（顧客分別金信託の信託財産に属する金銭の額をいう。２において同

じ。）の算出の基準となる差替計算基準日（第141条第１項第７号に規定する差替計算

基準日をいう。）における顧客分別金必要額（第141条第１項第６号に規定する顧客分

別金必要額をいう。）を記載すること。 

② 有価証券の分別管理の状況 

（略） 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して

管理している有価証券及び口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条

第４項に規定する口座管理機関をいう。以下この様式において同じ。）として振替

口座簿により自己の固有財産と分別して管理している有価証券について記載するこ

と。 

２ 保護預り等有価証券と受入保証金代用有価証券（法第119条第５項の規定により同

条第２項に規定する取次証拠金若しくは同条第３項に規定する委託証拠金に充てら

れる有価証券又は法第161条の２第２項の規定により同条第１項に規定する金銭に充

てられる有価証券をいう。）とに分けて記載すること。 

３  株券については株数、受益証券（第130条第２項に規定する受益証券をいう。

(12)③及び(12-2)において同じ。）については口数、債券及びその他については額

面金額を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものに

ついては、合理的な単位をもって記載すること。 

③ 有価証券の分別管理の状況（管理場所別） 

（略） 

（注意事項）  

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

１ 業務の状況 

（略） 

(12) 分別管理の状況 

① 顧客分別金信託の状況 

金    額 

直近差替計算基準日の顧客分別金必要額

顧 客 分 別 金 信 託 額

期 末 日 現 在 の 顧 客 分 別 金 必 要 額

（注意事項） 

１ 「直近差替計算基準日の顧客分別金必要額」の欄には、当期末現在における顧客

分別金信託額の算出の基準となる差替計算基準日における顧客分別金必要額を記載

すること。 

２ 「顧客分別金信託額」の欄には、当期末現在における顧客分別金信託額を記載す

ること。 

② 有価証券の分別管理の状況 

（略） 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して

管理している有価証券及び社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定す

る口座管理機関として振替口座簿により自己固有財産と分別して口座管理している

有価証券について記載すること。 

２ 保護預り等有価証券と受入保証金代用有価証券（法第119条第５項の規定により同

条第２項に規定する取次証拠金若しくは同条第３項に規定する委託証拠金に充てら

れる有価証券又は法第161条の２第２項の規定により同条第１項に規定する金銭に充

てられる有価証券をいう。）とに分けて記載すること。 

３  株券は株数、受益証券は口数、債券及びその他は額面金額を記載すること。な

お、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位を

もって記載すること。 

③ 有価証券の分別管理の状況（管理場所別） 

（略） 

（注意事項）  
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１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して

管理している有価証券及び口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と

分別して管理している有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載するこ

と。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と分別して管理

している場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称

及び当該第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券を信託会社又

は信託業務を営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託

銀行と記載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機

関として管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載す

ること。 

４ 「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券につ

いては口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単

位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されている

もの及び株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単

位をもって記載すること。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

(12-2) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る区分管理の状況 

（法第43条の２の２の規定に基づく区分管理の状況） 

① 商品顧客区分管理信託の状況 

（単位：百万円）

金    額 

直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額

期 末日 現在の 商品顧 客区 分管理 信託 額

期 末日 現在の 商品顧 客区 分管理 必要 額

（注意事項） 

 「直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額」の欄には、当期末現在における

商品顧客区分管理信託額（商品顧客区分管理信託の信託財産に属する金銭の額をい

う。２において同じ）の算出の基準となる差替計算基準日（第142条の５第１項第７号

に規定する差替計算基準日をいう。）における商品顧客区分管理必要額（第142条の５

第１項第６号に規定する商品顧客区分管理必要額をいう。）を記載すること。 

② 有価証券等の区分管理の状況 

管理場所及び国名 管理方法 区 分 数・額面金額 単位 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して

管理している有価証券及び社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定す

る口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と分別して口座管理してい

る有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は口座管理している場合にはその

旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び国名を記載するこ

と。なお、受益証券を受託銀行をして管理させている場合には、国ごとに一括して

受託銀行と記載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、社債、株式

等の振替に関する法律第２条第４項に規定する口座管理機関として口座管理してい

る場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。 

４ 「数・額面金額」の欄には、株券は株数（単位：千株）、受益証券は口数（単

位：百万口）、債券及びその他は通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載する

こと。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されているもの及び株数、口数又は

額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載するこ

と。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

（新設） 
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株 券

債 券

受益証券

倉荷証券

そ の 他

株 券

債 券

受益証券

倉荷証券

そ の 他

株 券

債 券

受益証券

倉荷証券

そ の 他

株 券

債 券

受益証券

倉荷証券

そ の 他

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２の２の規定により自己の固有財産と区分して管理

している有価証券等（第142条の３第３項に規定する有価証券等をいう。６において同

じ。）及び口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と区分して管理して

いる有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と区分して管理し

ている場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び

当該第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券を信託会社又は信託

業務を営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記

載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機関

として管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載するこ

と。 

４ 「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券につい

ては口数（単位：百万口）、債券、倉荷証券及びその他については通貨ごとに額面金

額（単位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されて
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いるものについては当該外国通貨の単位を、株数、口数又は額面金額による記載が困

難なものについては合理的な単位をもって記載すること。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券等の種類を記載すること。 

（略） （略） 
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別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

１～８ （略） 

９ 登録金融機関業務の状況 

（略） 

(10) 有価証券の分別管理の状況 

（略） 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して

管理している有価証券及び口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条

第４項に規定する口座管理機関をいう。以下この様式において同じ。）として振替

口座簿により自己の固有財産と分別して管理している有価証券について、管理場所

及び管理方法ごとに記載すること。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と分別して管理

している場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称

及び当該第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券（第130条第２

項に規定する受益証券をいう。４及び(10-2)において同じ。）を信託会社又は信託

業務を営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と

記載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機

関として管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載す

ること。 

４ 「数・額面金額」の欄には、受益証券については口数（単位：百万口）、債券及

びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、

額面金額が外国通貨をもって表示されているものについては当該外国通貨の単位

を、口数又は額面金額による記載が困難なものについては合理的な単位をもって記

載すること。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

(10-2) 対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理の状況 

管理場所及び国名 管理方法 区 分 数・額面金額 単位 

債 券

受益証券

倉荷証券

そ の 他

債 券

受益証券

別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本工業規格А４） 

（略） 

１～８ （略） 

９ 登録金融機関業務の状況 

（略） 

(10) 保護預り等有価証券の分別管理の状況 

（略） 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して

管理している有価証券及び社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定す

る口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と分別して口座管理してい

る有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は口座管理している場合にはその

旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び国名を記載するこ

と。なお、受益証券を受託銀行をして管理させている場合には、国ごとに一括して

受託銀行と記載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、社債、株式

等の振替に関する法律第２条第４項に規定する口座管理機関として口座管理してい

る場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載すること。 

４ 「数・額面金額」の欄には、受益証券は口数（単位：百万口）、債券及びその他

は通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載すること。なお、額面金額が外国通

貨をもって表示されているもの及び口数又は額面金額による記載が困難なものにつ

いては、合理的な単位をもって記載すること。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

（新設） 
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倉荷証券

そ の 他

債 券

受益証券

倉荷証券

そ の 他

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２の２の規定により自己の固有財産と区分して管

理している有価証券等（第142条の３第３項に規定する有価証券等をいう。６におい

て同じ。）及び口座管理機関として振替口座簿により自己の固有財産と区分して管

理している有価証券について、管理場所及び管理方法ごとに記載すること。 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と区分して管理

している場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称

及び当該第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券を信託会社又

は信託業務を営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託

銀行と記載すること。 

３ 「管理方法」の欄には、混蔵して管理している場合には混蔵管理と、口座管理機

関として管理している場合には振替決済と、それ以外の場合には単純管理と記載す

ること。 

４ 「数・額面金額」の欄には、受益証券については口数（単位：百万口）、債券、

倉荷証券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万円）を記載するこ

と。なお、額面金額が外国通貨をもって表示されているものについては当該外国通

貨の単位を、口数又は額面金額による記載が困難なものについては合理的な単位を

もって記載すること。 

５ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

６ 「その他」の欄には、具体的な有価証券等の種類を記載すること。 

（略） （略） 
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別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

１～４ （略） 

５ 顧客分別金信託状況表 

（略） 

（注意事項） 

１ 顧客分別金必要額 

顧客分別金必要額（第141条第１項第６号に規定する顧客分別金必要額をいう。以下こ

の注意事項において同じ。）を各営業日ごとに記載すること。 

２ 顧客分別金信託額 

顧客分別金信託の信託財産に属する金銭の額（以下この注意事項において「顧客分別

金信託額」という。）を各営業日ごとに記載すること。 

３ 差替計算基準日 

顧客分別金信託額の算出根拠となった日を記載すること。 

４ 差替計算基準日における顧客分別金必要額 

差替計算基準日における顧客分別金必要額を記載すること。 

５ 差額 

上記２と４の差額を記入すること。 

６ 不足理由 

信託額差替日において、差額計算基準日における顧客分別金必要額に対し顧客分別金

信託額が不足している場合及び顧客分別金信託契約（第141条第１項第１号に規定する顧

客分別金信託契約）を解約又は一部解約した場合には、その理由を記載すること。 

７ その他 

顧客からの預り金その他これに準ずるものを預金として取り扱っている登録金融機関

においては報告の必要はないものとする。 

６ 商品顧客区分管理信託状況表 

 報告計数の単位は、各表の指示に従うこと。なお、表示単位未満の端数については、特に

指定がある場合を除き切り捨てること。 

（単位：百万円）

月／日

商品顧客 

区分管理 

必要額 

商品顧客 

区分管理 

信託額 

差替計算基準日

（月／日） 

差替計算基準日

における商品顧

客区分管理必要

額 

差額 不足理由

／１   ／ 

／２   ／ 

別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） 

（日本工業規格А４）

（略） 

１～４ （略） 

５ 顧客分別金信託状況表 

（略） 

（注意事項） 

１ 顧客分別金必要額 

顧客分別金必要額を各営業日ごとに記載すること。 

２ 顧客分別金信託額 

顧客分別金として信託銀行等に信託している金銭残高を各営業日ごとに記載するこ

と。 

３ 差替計算基準日 

顧客分別金信託額の算出根拠となった日を記載すること。 

４ 差替計算基準日における顧客分別金必要額 

差替計算基準日における顧客分別金必要額を記載すること。 

５ 差額 

上記２と４の差額を記入すること。 

６ 不足理由 

信託額差替日において、差額計算基準日における顧客分別金必要額に対し顧客分別金

信託額が不足している場合及び顧客分別金信託額を解約又は一部解約した場合には、そ

の理由を記載すること。 

７ その他 

顧客からの預り金等を預金として取り扱っている登録金融機関においては報告の必要

はないものとする。 

（新設） 
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改正案 現行 

／３   ／ 

／４   ／ 

／５   ／ 

／６   ／ 

／７   ／ 

／８   ／ 

／９   ／ 

／１０   ／ 

／１１   ／ 

／１２   ／ 

／１３   ／ 

／１４   ／ 

／１５   ／ 

／１６   ／ 

／１７   ／ 

／１８   ／ 

／１９   ／ 

／２０   ／ 

／２１   ／ 

／２２   ／ 

／２３   ／ 
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改正案 現行 

／２４   ／ 

／２５   ／ 

／２６   ／ 

／２７   ／ 

／２８   ／ 

／２９   ／ 

／３０   ／ 

／３１   ／ 

（注意事項）

１ 商品顧客区分管理必要額

商品顧客区分管理必要額（第142条の５第１項第６号に規定する商品顧客区分管理必要

額をいう。以下この注意事項において同じ。）を各営業日ごとに記載すること。

２ 商品顧客区分管理信託額

商品顧客区分管理信託の信託財産に属する金銭の額（以下この注意事項において「商

品顧客区分管理信託額」という。）を各営業日ごとに記載すること。

３ 差替計算基準日

商品顧客区分管理信託額の算出根拠となった日を記載すること。

４ 差替計算基準日における商品顧客区分管理必要額

差替計算基準日における商品顧客区分管理必要額を記載すること。

５ 差額

上記２と４の差額を記入すること。

６ 不足理由

信託額差替日において、差額計算基準日における商品顧客区分管理必要額に対し商品

顧客区分管理信託額が不足している場合及び商品顧客区分管理信託契約（第142条の５第

１項第１号に規定する商品顧客区分管理信託契約をいう。）を解約又は一部解約した場

合には、その理由を記載すること。

７ その他

顧客からの預り金その他これに準ずるものを預金として取り扱っている登録金融機関

においては報告の必要はないものとする。 


